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年
末
は
大
量
の
ご
み
が
出
る
時
期
で

す
。
ご
み
の
出
し
方
の
ル
ー
ル
を
守
り
、

き
ち
ん
と
分
別
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の
自
己
搬
入　

　
年
末
は
12
月
27
日
㈮
ま
で
、
年
始
は
１

月
６
日
㈪
か
ら
搬
入
で
き
ま
す
。

受
入
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
11
時
30
分
、

午
後
１
時
～
４
時
30
分

■
ご
み
の
収
集　

　
年
末
は
12
月
31
日
㈫
ま
で
、
年
始
は
１

月
６
日
㈪
か
ら
通
常
ど
お
り
ご
み
収
集
を

行
い
ま
す（
下
表
の
と
お
り
）

問
い
合
わ
せ　
清
掃
セ
ン
タ
ー（
☎
㉓
８

３
０
５
）

年末年始のごみ収集日程表
地　区 可燃ごみ

（燃やせるごみ）
不燃ごみ・古紙・資源・有害物
（ペットボトル・トレイ） 資源（ビン・カン類）

藤
　
岡

１区～５区

毎週月・木曜日
年末は12月30日㈪
まで年始は１月６日㈪
から収集します

 12月３日㈫・12月17日㈫・
 １月７日㈫・  １ 月21日㈫

 12月10日㈫・12月24日㈫・  
 １月14日㈫・１月28日㈫

６区～ 11 区  12月10日㈫・12月24日㈫・  
 １月14日㈫・１月28日㈫

 12月３日㈫・12月17日㈫・
 １月７日㈫・  １ 月21日㈫

12 区～ 15 区  12月６日㈮・12月20日㈮・
 １月17日㈮

 12月13日㈮・12月27日㈮・
 １月10日㈮・１月24日㈮

16 区～ 20 区  12月13日㈮・12月27日㈮・
 １月10日㈮・１月24日㈮

 12月６日㈮・12月20日㈮・
 １月17日㈮

神　流

毎週火・金曜日
年末は12月31日㈫
まで年始は１月７日㈫
から収集します

 12月12日㈭・12月26日㈭・
 １月９日㈭・１月23日㈭

 12月５日㈭・12月19日㈭・
 １月16日㈭

小　野  12月４日㈬・12月18日㈬・
 １月15日㈬

 12月11日㈬・12月25日㈬・
 １月８日㈬・１月22日㈬

美土里  12月11日㈬・12月25日㈬・
 １月８日㈬・１月22日㈬

 12月４日㈬・12月18日㈬・
 １月15日㈬

美九里  12月５日㈭・12月19日㈭・
 １月16日㈭

 12月12日㈭・12月26日㈭・
 １月９日㈭・１月23日㈭

平　井  12月９日㈪・12月23日㈪・
 １月13日㈷・１月27日㈪

 12月２日㈪・12月16日㈪・
 １月６日㈪・１月20日㈪

日　野  12月２日㈪・12月16日㈪・
 １月６日㈪・１月20日㈪

 12月９日㈪・12月23日㈪・
 １月13日㈷・１月27日㈪

鬼
　
石

71区～73区・76区 毎週月・木曜日
年末は12月30日㈪
まで年始は１月６日㈪
から収集します

 12月13日㈮・12月27日㈮・
 １月10日㈮・１月24日㈮

 12月６日㈮・12月20日㈮・
 １月17日㈮

74 区・75 区
78 区・79 区

 12月10日㈫・12月24日㈫・
 １月14日㈫・１月28日㈫

 12月３日㈫・12月17日㈫・
 １月７日㈫・  １ 月21日㈫

77 区
毎週木曜日
年末は12月26日㈭まで年始
は１月９日㈭から収集します

 12月13日㈮・12月27日㈮・
 １月10日㈮・１月24日㈮

 12月６日㈮・12月20日㈮・
 １月17日㈮

80 区
毎週月曜日
年末は12月30日㈪まで年始
は１月６日㈪から収集します

 12月10日㈫・12月24日㈫・
 １月14日㈫・１月28日㈫

 12月３日㈫・12月17日㈫・
 １月７日㈫・  １ 月21日㈫

年
末
の
ご
み
は
お
早
め
に
　
ご
み
の
自
己
搬
入
と
収
集
日
程

　病気、災害や盗難、事業の休廃止、失業など
のやむを得ない事情に
より、市税を納期限内
に納付することが困難
な場合は、「一人で悩ま
ず」「放置せず」早めにご
相談ください。

　市に相談がなく納期限を過ぎても納付しない人
に対しては、財産調査を実施し、預貯金・給与・
不動産などが差し押さえとなる場合があります。
差し押さえた不動産や自動車などは、公売し、そ
の売却代金を滞納市税へ充てます。
　※財産を差し押さえるために、建物内を強制的
に捜索する場合もあります

  コンビニ納付

　市税は、私たちが安心して健康的な暮らしを送
るために必要な社会保障、ごみ処理、教育、道路
整備など、さまざまな施策を進める上で非常に大
切な財源です。
　大多数の人に市税を納期限内に納付していただ
いておりますが、納付しない人がいると、財源不
足となり住民サービスに支障を来すことになりま
す。
　市税の納付はお忘れなく納期限内に納めていた
だきますようお願いします。

■ 平日の昼間、市役所や金融機関の窓口で納付できない人は、下記の方法をご利用ください

■ 納付が困難な場合は相談してください   ■ やむを得ず強制的な措置も

  口座振替 

  夜間窓口での納付
　コンビニではいつでも納付できます。
◎バーコード付き納付書の有効期限
　発行日から１年になります。有効期限が過ぎてい
る場合は、納付書を再発行しますので納税相談課
へ問い合わせてください。
　※金融機関（ゆうちょ銀行を除く）では、発行日か
ら１年を過ぎた場合でも納付できます
　※利用できるコンビニは納付書の裏面に記載され
ています
　※バーコードが付いていない納付書はコンビニで
納付はできませんのでご注意ください　

納税はお済みですか？

　祝日を除く毎週水曜日午後 8 時まで（鬼石総合支
所は午後 7 時まで）開設している夜間窓口で納付が
できます。

　忙しくて時間の取れない人や納付場所まで行くこ
とが困難な人には、指定口座から自動的に納付でき
る口座振替がお勧めです。
◎利用できる税・保険料
　固定資産税、市県民税（普通徴収）、軽自動車税、
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保
険料
◎口座振替ができる金融機関
　しののめ信用金庫、群馬銀行、東和銀行、多野
藤岡農協、中央労働金庫、ゆうちょ銀行（郵便局）、
ぐんまみらい信用組合（通帳を開設した店舗のみ）、
群馬県信用組合

～市税の納付はお早めに～
問い合わせ　納税相談課（☎㊵2831）


